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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

 

（中略） 

 

添付資料－４ 

 

仮設設備負荷一覧 

 

仮設設備 供給電源箇所 

滞留水貯留設備 

移送設備 

M/C 5B 

油分分離装置 

浄化装置 

淡水化装置 

浄化ユニット 

移送設備（建屋内） M/C 5SB-2系低圧電源 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32 ５・６号機 電源系統設備 

 

（中略） 

 

添付資料－４ 

 

仮設設備負荷一覧 

 

仮設設備 供給電源箇所 

滞留水貯留設備 

移送設備 
M/C 5B 

浄化ユニット 

移送設備（建屋内） M/C 5SB-2系低圧電源 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

 

（中略） 

  

2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

2.33.2.1 基本設計 

2.33.2.1.1 設置の目的 

５・６号機タービン建屋等の大量の滞留水については，一部未復旧の設備がある既設放射性液体廃棄物処

理系では処理できないことから，サブドレン設備復旧等による滞留水の発生量抑制及び放射性液体廃棄物処

理系の復旧による滞留水の処理ができる時期（サブドレン設備復旧後 3年を目途）まで，屋外に滞留水貯留

設備を仮設にて設置し処理を行う。 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置，浄化ユニット及び淡水化装置により放射性核種を除去

した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散水により約25m3/日

（実績）で増加を抑制している。なお，2012年11月末現在，貯留タンクの設備容量約10,000m3に対し約70％

貯留している。今後，滞留水は平衡状態にあるものの，地下水流入量の変動が予想されるため，貯留タンク

全体の空き容量＊約2,000m3を目安に，貯留能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，受入タンク・油分分離装置エリア，受入タン

クエリア，貯留タンクエリアの各エリアについて，堰（地面の防水処置含む）を設置する。（添付資料－５ 

参照） 

震災以降緊急対応的に（2013年8月14日より前に）設置した淡水化装置（以下，旧淡水化装置）については，

新たに浄化ユニットを設置することに伴い廃止する。 
  ＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 

 

(1)貯留設備 

a.タンク（受入タンク，貯留タンク及び中間タンク） 

タンクは，屋外に設置された受入タンク，貯留タンク及び中間タンクで構成され，５・６号機の滞留

水を貯留する。 

受入タンクは，建屋からの滞留水を受け入れる。 

貯留タンクは，受入タンクから必要に応じて油分除去した滞留水を受け入れた後，浄化装置又は浄化

ユニットにより放射性核種を除去し，貯留する。また，淡水化装置の戻り水を貯留する。 

中間タンクは，建屋からの滞留水及び浄化ユニットにより放射性核種を除去した処理水を一時的に貯

留する。 

 

（中略） 

 

(3)油分分離装置 

油分分離装置は，滞留水に含まれる油分を活性炭により除去する。 

 

(4)浄化装置 

浄化装置は，内部に充填されたキレート樹脂及びゼオライトにより，滞留水に含まれる放射性核種を除

去する。 

    浄化装置の使用済キレート樹脂及びゼオライトは水抜きした後，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵する。 

 

2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

 

（中略） 

 

2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

2.33.2.1 基本設計 

2.33.2.1.1 設置の目的 

５・６号機タービン建屋等の大量の滞留水については，一部未復旧の設備がある既設放射性液体廃棄物処

理系では処理できないことから，サブドレン設備復旧等による滞留水の発生量抑制及び放射性液体廃棄物処

理系の復旧による滞留水の処理ができる時期まで，屋外に滞留水貯留設備を仮設にて設置し処理を行う。 

 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水は，浄化ユニットにより放射性核種を除去した後，構内に散水する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m3/日で増加しており，構内散水により約25m3/日

（実績）で増加を抑制している。なお，2012年11月末現在，貯留タンクの設備容量約10,000m3に対し約70％

貯留している。今後，滞留水は平衡状態にあるものの，地下水流入量の変動が予想されるため，貯留タンク

全体の空き容量＊約2,000m3を目安に，貯留能力増強について計画する。 

滞留水漏えい時の汚染拡大を防止し信頼性向上を図るため，貯留タンクエリアについて，堰（地面の防水

処置含む）を設置する。 
  ＊：空き容量は，水位警報設定値の水位高までの容量とする。 

 

 

 

 

 

(1)貯留設備 

a.タンク（貯留タンク及び中間タンク） 

タンクは，屋外に設置された貯留タンク及び中間タンクで構成され，５・６号機の滞留水を貯留する。 

貯留タンクは，浄化ユニットにより放射性核種を除去し，貯留する。また，淡水化装置の戻り水を貯

留する。 

中間タンクは，建屋からの滞留水及び浄化ユニットにより放射性核種を除去した処理水を一時的に貯

留する。 

 

 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除

及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(5)淡水化装置 

淡水化装置は，逆浸透膜の性質を利用して滞留水に含まれる放射性核種を散水可能な放射能濃度（詳細

は「Ⅲ 第３編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」参照）まで除去する。 

また，淡水化後は散水し滞留水の低減を実施する。 

淡水化装置の使用済逆浸透膜及びフィルタ類は水抜きした後，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵する。 

 

(6)監視装置 

滞留水貯留設備には，設備の状態を正確かつ迅速に把握できるように警報装置及び監視カメラを設置

する。 

警報装置は，タンク水位高・低及び移送ポンプ用電動機の過負荷を検知し，５・６号機の中央制御室に

警報を発する。 

  

(7)電源設備 

電源設備については，Ⅱ.2.32 参照。 

 

(8)浄化ユニット 

  浄化ユニットは，前置フィルタ，吸着塔タイプ１，吸着塔タイプ２，出口フィルタ，移送ポンプ，鋼管，

耐圧ホースにて構成される。前置フィルタは，後に続く吸着塔の吸着性能に影響が出ないよう，あらかじ

め大きめの不純物を取り除き，吸着塔タイプ１に充填された活性炭により浮遊物質やコロイド状物質とい

う比較的分子量の大きい物質を除去する。さらに，その後段の吸着塔タイプ２に充填されたセシウム／ス

トロンチウム同時吸着材により，滞留水に含まれる放射性核種を散水可能な放射能濃度（詳細は「Ⅲ 第３

編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」参照）まで除去する。なお，出口フィルタは，前段までの吸着材が

下流に流出することを防ぐために設置する。（添付資料－７ 参照） 

浄化ユニットの使用済セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は水抜きした後，使用済セシウム吸着塔一

時保管施設に一時的に貯蔵する。 

 

2.33.2.1.6 自然災害対策等 

(1)津波 

受入タンク，貯留タンク，中間タンク，浄化装置，淡水化装置，浄化ユニットは，アウターライズ津波

が到達しないと考えられる５・６号機の標高より高台に設置する。（Ⅲ.3.1.3 参照） 

なお，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大津波警報が出た際は装置の運転を停止し，隔

離弁を閉止することで，滞留水の流失を防止する。 

 

（中略） 

 

 (5)環境条件 

    滞留水貯留設備については，屋外に設置されているため，紫外線による劣化及び凍結による破損が懸念

されるが，貯留設備，油分分離装置，浄化装置及び淡水化装置は，主に鋼製の材料を使用していることか

ら，問題ないと考える。また，耐圧ホース及びポリエチレン管については，紫外線による劣化及び凍結に

よる破損が懸念されるため，保温材を取り付ける。 

また，添付資料－７ 別添－４に示す増設及び取替範囲に該当する設備の環境条件対策については以

下に示す。 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

(3)監視装置 

滞留水貯留設備には，設備の状態を正確かつ迅速に把握できるように警報装置及び監視カメラを設置

する。 

警報装置は，タンク水位高・低及び移送ポンプ用電動機の過負荷を検知し，５・６号機の中央制御室に

警報を発する。 

  

(4)電源設備 

電源設備については，Ⅱ.2.32 参照。 

 

(5)浄化ユニット 

  浄化ユニットは，前置フィルタ，吸着塔タイプ１，吸着塔タイプ２，出口フィルタ，移送ポンプ，鋼管，

耐圧ホースにて構成される。前置フィルタは，後に続く吸着塔の吸着性能に影響が出ないよう，あらかじ

め大きめの不純物を取り除き，吸着塔タイプ１に充填された活性炭により浮遊物質やコロイド状物質とい

う比較的分子量の大きい物質を除去する。さらに，その後段の吸着塔タイプ２に充填されたセシウム／ス

トロンチウム同時吸着材により，滞留水に含まれる放射性核種を散水可能な放射能濃度（詳細は「Ⅲ 第３

編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」参照）まで除去する。なお，出口フィルタは，前段までの吸着材が

下流に流出することを防ぐために設置する。（添付資料－６ 参照） 

浄化ユニットの使用済セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は水抜きした後，使用済セシウム吸着塔一

時保管施設に一時的に貯蔵する。 

 

2.33.2.1.6 自然災害対策等 

(1)津波 

貯留タンク，中間タンク，浄化ユニットは，アウターライズ津波が到達しないと考えられる５・６号機

の標高より高台に設置する。（Ⅲ.3.1.3 参照） 

なお，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大津波警報が出た際は装置の運転を停止し，隔

離弁を閉止することで，滞留水の流失を防止する。 

 

（中略） 

 

 (5)環境条件 

    滞留水貯留設備については，屋外に設置されているため，紫外線による劣化及び凍結による破損が懸念

されるが，貯留設備は，主に鋼製の材料を使用していることから，問題ないと考える。また，耐圧ホース

及びポリエチレン管については，紫外線による劣化及び凍結による破損が懸念されるため，保温材を取り

付ける。 

また，添付資料－６ 別添－４に示す増設及び取替範囲に該当する設備の環境条件対策については以

下に示す。 

 

（中略） 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

 

（中略） 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(1) 貯留設備 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタンクは，「設計・建

設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するものではないが，漏えい試験を行い，有意な漏えいが

ないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタン

クは，必要な構造強度を有するものと評価する。（添付資料－６ 参照） 

 

b.2013年8月14日以降に設計するタンク 

2013年8月14日以降に設計するタンクは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する

規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器の規定を適用することを基本とする。クラス

3機器の適用規格は，「設計・建設規格」で規定される。 

以上のことから，2013年8月14日以降に設計するタンクは，必要な構造強度を有するものと評価する。

（添付資料－６ 参照） 

 

（中略） 

 

(3)油分分離装置及び浄化装置 

油分分離装置及び浄化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス 3 機器の要求を満足するものではな

いが，系統の温度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，漏えい試験を行い，有

意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，油分分離装置及び浄化装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

(4)淡水化装置 

淡水化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス 3 機器の要求を満足するものではないが，系統の温

度（常温），圧力（約 0.25MPa）を考慮して仕様を選定した上で，試運転を行い，有意な漏えいがないこ

と及び運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，淡水化装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

(5)浄化ユニット 

浄化ユニットは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する規則」において，廃棄物処理

設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられる。     

浄化ユニットについては，「設計・建設規格」，日本産業規格（JIS 規格）等の国内外の民間規格に適合

した工業製品の採用，JIS 規格またはこれらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を

行う。 

また，「設計・建設規格」で規定される材料の JIS 規格年度指定は，技術的妥当性の範囲において材料調

達性の観点から考慮しない場合もある。 

さらに，「設計・建設規格」に記載のない非金属材料（耐圧ホース）については，現場の作業環境等から

採用を継続する必要があるが，非金属材料については，JIS 規格，製品の試験データ等を用いて設計を行

う。 

以上のことから，浄化ユニットは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

2.33.2.1.8 耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技

術規程」上の Bクラス相当の設備と位置付けられる。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠して構造強度評価

を行うことを基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わせたものを採用する場合もある。 

支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設置する場合においては，可撓

性を有する材料の使用等により，耐震性を確保する。（添付資料－６ 参照） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

 

（中略） 

 

(1) 貯留設備 

a. 震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタンクは，「設計・建

設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足するものではないが，漏えい試験を行い，有意な漏えいが

ないことを確認する。 

また，これらは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用することはない。 

以上のことから，震災以降緊急対応的に設置又は既に（2013年8月14日より前に）設計に着手したタン

クは，必要な構造強度を有するものと評価する。（添付資料－５ 参照） 

 

b.2013年8月14日以降に設計するタンク 

2013年8月14日以降に設計するタンクは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する

規則」において，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器の規定を適用することを基本とする。クラス

3機器の適用規格は，「設計・建設規格」で規定される。 

以上のことから，2013年8月14日以降に設計するタンクは，必要な構造強度を有するものと評価する。

（添付資料－５ 参照） 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)浄化ユニット 

浄化ユニットは，「実用発電用原子炉及びその付属設備の技術基準に関する規則」において，廃棄物処理

設備に相当するクラス 3 機器に準ずるものと位置付けられる。     

浄化ユニットについては，「設計・建設規格」，日本産業規格（JIS 規格）等の国内外の民間規格に適合

した工業製品の採用，JIS 規格またはこれらと同等の技術的妥当性を有する規格での設計・製作・検査を

行う。 

また，「設計・建設規格」で規定される材料の JIS 規格年度指定は，技術的妥当性の範囲において材料調

達性の観点から考慮しない場合もある。 

さらに，「設計・建設規格」に記載のない非金属材料（耐圧ホース）については，現場の作業環境等から

採用を継続する必要があるが，非金属材料については，JIS 規格，製品の試験データ等を用いて設計を行

う。 

以上のことから，浄化ユニットは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

2.33.2.1.8 耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技

術規程」上の Bクラス相当の設備と位置付けられる。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠して構造強度評価

を行うことを基本とするが，評価手法，評価基準について実態に合わせたものを採用する場合もある。 

支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設置する場合においては，可撓性を

有する材料の使用等により，耐震性を確保する。（添付資料－５ 参照） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(3)受入タンク・貯留タンク等からの漏えい 

受入タンク・貯留タンク等から滞留水の漏えいが発生した場合は，タンク等の修理を行い，1ヶ月程度

で機能を回復する。ただし，漏えいに伴い堰内に溜まった雨水の放射能濃度が排水基準を上回った場合，

その雨水＊1 を処理することになるが 1 ヶ月以内＊2 で処理可能であることからタンク等の修理と合わせて

2ヶ月以内で機能を回復する。 
*1：発電所周辺の年間降雨量 1,500mm が降雨したと仮定した場合，推定される堰内に溜まる雨水量は，最も広い面積を有する貯留タン

クエリアで約 1,500m3程度である。 

*2：滞留水貯留設備は 1ヶ月間で最大 3,000m3の処理が可能である。 

 

(4)異常時の評価 

滞留水貯留設備への移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇し，使用済燃

料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水す

る可能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力

を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，約 4,500m3と想

定しているため，地下水が約 30m3/日で流入することを考慮しても約 5ヶ月の余裕がある。 

したがって，滞留水貯留設備の機器が故障した場合，長くても 2ヶ月程度で機能を回復（受入タンク・

貯留タンク等からの漏えい時）できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内（約 5ヶ月）

に十分復旧可能である。 

 

2.33.2.2 基本仕様 

(1)貯留設備 

a.受入タンク（完成品） 

合計容量             ２，１０２ ｍ３ 

基  数              ２３ 基 

容  量         ３５ ｍ３／基×  ６ 基 

４２ ｍ３／基×  ６ 基 

１１０ ｍ３／基×  ４ 基 

１６０ ｍ３／基×  ５ 基 

２００ ｍ３／基×  ２ 基 

 

b-1.貯留タンク 

合計容量          １６，１０１ ｍ３ 

基  数                 ３４  基 

容  量         ５０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ９０ ｍ３／基×  ４ 基 （完成品） 

 ２９９ ｍ３／基×  ３ 基 （完成品） 

５０８ ｍ３／基×１８ 基 （完成品） 

１，１００ ｍ３／基×  ５ 基 

 

  （追  設） 

b-2.中間タンク 

 

（中略） 

 

 

 

 

(3)貯留タンク等からの漏えい 

貯留タンク等から滞留水の漏えいが発生した場合は，タンク等の修理を行い，1ヶ月程度で機能を回復

する。ただし，漏えいに伴い堰内に溜まった雨水の放射能濃度が排水基準を上回った場合，その雨水＊1を

処理することになるが 1 ヶ月以内＊2 で処理可能であることからタンク等の修理と合わせて 2 ヶ月以内で

機能を回復する。 
*1：発電所周辺の年間降雨量 1,500mm が降雨したと仮定した場合，推定される堰内に溜まる雨水量は，最も広い面積を有する貯留タン

クエリアで約 1,500m3程度である。 

*2：滞留水貯留設備は 1ヶ月間で最大 3,000m3の処理が可能である。 

 

(4)異常時の評価 

滞留水貯留設備への移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が上昇し，使用済燃

料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力を供給している所内高圧母線が被水す

る可能性がある。 

移送停止後，建屋内水位が使用済燃料プールに貯蔵されている燃料の冷却の維持に必要な設備に電力

を供給している所内高圧母線が被水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，約 4,500m3と想

定しているため，地下水が約 30m3/日で流入することを考慮しても約 5ヶ月の余裕がある。 

したがって，滞留水貯留設備の機器が故障した場合，長くても 2 ヶ月程度で機能を回復（貯留タンク

等からの漏えい時）できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内（約 5ヶ月）に十分復旧

可能である。 

 

2.33.2.2 基本仕様 

(1)貯留設備 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-1.貯留タンク 

合計容量           ５，５００ ｍ３ 

基  数                  ５  基  

容  量     １，１００ ｍ３／基×  ５ 基   

 

 

 

 

 

 

a-2.中間タンク 

 

（中略） 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除

及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 c.水位警報 

   (a)受入タンク（３５ｍ３，４２ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  １，８３５ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ２０５ ｍｍ 以上 

   (b)受入タンク（１１０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より   ２，０５１ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より     ２０６ ｍｍ 以上 

   (c)受入タンク（１６０ｍ３，２００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ４，１００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ６００ ｍｍ 以上 

   (d)貯留タンク（５０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ２，２００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    １００ ｍｍ 以上 

 (e)貯留タンク（９０ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ２，５００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    １００ ｍｍ 以上 

 

   (f)貯留タンク（２９９ｍ３，５０８ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ８，２４２ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より    ６００ ｍｍ 以上 

 

(g)貯留タンク（１，１００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ８，８００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，５００ ｍｍ 以上 

（追  設） 

 (h)中間タンク（１，１６０ｍ３） 

設定値 水位高：底部より １２，０６０ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，１５０ ｍｍ 以上 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数            １６ 台 

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×３ 台 

２０ ｍ３／ｈ   ３３ ｍ×２ 台 
２０ ｍ３／ｈ ５４．４ ｍ×５ 台 

（追  設） 

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×１ 台 

               ２４．２ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

           １８ ｍ３／ｈ   ９３ ｍ×２ 台 

１３．８ ｍ３／ｈ   １３ ｍ×１ 台 

                 ３５ ｍ３／ｈ ４３．２ ｍ×１ 台 

 

b.耐圧ホース（完成品） 

     呼 び 径     ７５Ａ相当，１００Ａ相当，２００Ａ相当 

     材    質     ポリ塩化ビニル 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ５０ ℃ 

 

（中略） 

 

 

 b.水位警報 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)貯留タンク（１，１００ｍ３） 

      設定値 水位高：底部より  ８，８００ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，５００ ｍｍ 以上 

 

 (b)中間タンク（１，１６０ｍ３） 

設定値 水位高：底部より １２，０６０ ｍｍ 以下 

          水位低：底部より  １，１５０ ｍｍ 以上 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数            ４ 台  

容量 揚程 台数   ２４．２ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

           １８ ｍ３／ｈ   ９３ ｍ×２ 台 

                 ３５ ｍ３／ｈ ４３．２ ｍ×１ 台 

 

 

 

 

 

 

 

b.耐圧ホース（完成品） 

     呼 び 径     ７５Ａ相当，２００Ａ相当 

     材    質     ポリ塩化ビニル 

     最高使用圧力      ０．９８ ＭＰａ 

        最高使用温度          ５０ ℃ 

 

（中略） 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除

及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（追  設） 

名   称 仕   様 

６号機タービン建屋内移送ポ

ンプ出口合流から６号機ター

ビン建屋出口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

６号機タービン建屋出口配管

分岐から受入タンク及び中間

タンクまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

受入タンク出口配管分岐から

中間タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当， 

１００Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

（中略） 

 

名   称 仕   様 

中間タンク出口から移送ポン

プ（１３ｍ）入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（１３ｍ）出口か

ら淡水化装置入口配管合流ま

で 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

４０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

５０Ａ／Ｓｃｈ４０ 

ＳＴＰＧ３７０ 

＋ポリエチレンライニング 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

（ポリエチレン管） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当，７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

移送ポンプ（２０ｍ）（水中

ポンプ）から貯留タンク出口

まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 

貯留タンク出口から淡水化装

置入口配管合流まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

(3)油分分離装置 

処 理 量           ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数              直列２ 系列 

     最高使用圧力        ０．６ ＭＰａ 

 

 

 

名   称 仕   様 

６号機タービン建屋内移送ポ

ンプ出口合流から６号機ター

ビン建屋出口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ＭＰａ 

４０℃ 

６号機タービン建屋出口配管

分岐から中間タンクまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(4)浄化装置 

吸 着 剤      キレート樹脂及びゼオライト 

処 理 量            ２０ ｍ３／ ｈ 

系 列 数                  １ 系列 

    最高使用圧力            ０．６ ＭＰａ 

 

 (5)淡水化装置（完成品） 

処 理 量           １００ ｍ３／ 日 

基   数                  １ 基  

     最高使用圧力    静水圧～６．０ ＭＰａ 

 

（追  設） 

(6)浄化ユニット 

吸 着 材      活性炭 

セシウム／ストロンチウム同時吸着材 

処 理 量          １００ ｍ３／ 日／系列 

系 列 数                  ４ 系列 

最高使用圧力          ０．９８ ＭＰａ 

 

（中略） 

 

(7)堰 

    受入タンク・油分分離装置エリア 

     高  さ            ５１０ｍｍ以上＊ 

    受入タンクエリア 

     高  さ            ５６０ｍｍ以上＊ 

    貯留タンクエリア 

     高  さ            ５２０ｍｍ以上＊ 
 

＊：高さは，以下の各エリア毎に想定最大量及び堰内の面積から算出。 

受入タンク・油分分離装置エリア  想定最大量  408 m3 堰内の面積  814 m2 

受入タンクエリア         想定最大量 1,043 m3 堰内の面積 1,865 m2 

貯留タンクエリア         想定最大量 3,301 m3 堰内の面積 6,392 m2 

 

2.33.3 添付資料 

添付資料－１  建屋内の滞留水による影響について 

添付資料－２  ６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について 

添付資料－３  ６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

  添付資料－４  系統概要図及び全体概要図 

  添付資料－５  滞留水貯留設備の増設について 

 

  添付資料－６  タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

  添付資料－７  滞留水貯留設備の増設及び廃止について 

  添付資料－８  浄化ユニット用ジャバラハウスの耐震評価について 

  添付資料－９  浄化ユニット吸着塔，貯留タンク及び中間タンクからの敷地境界線量評価 

添付資料－１０ 廃棄物発生量に関する評価 

  添付資料－１１ 滞留水移送設備に係る確認事項 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)浄化ユニット 

吸 着 材      活性炭 

セシウム／ストロンチウム同時吸着材 

処 理 量          １００ ｍ３／ 日／系列 

系 列 数                  ４ 系列 

最高使用圧力          ０．９８ ＭＰａ 

 

（中略） 

 

(4)堰 

    貯留タンクエリア 

     高  さ            ５８０ｍｍ以上＊ 
 

＊：高さは，以下の各エリア毎に想定最大量及び堰内の面積から算出。 

貯留タンクエリア         想定最大量 1,160 m3 堰内の面積 2,009 m2 

 

 

 

 

 

 

2.33.3 添付資料 

添付資料－１  建屋内の滞留水による影響について 

添付資料－２  ６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について 

添付資料－３  ６号機 原子炉建屋付属棟の一部没水機器について 

  添付資料－４  系統概要図及び全体概要図 

（記載の削除） 

 

  添付資料－５  タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

  添付資料－６  滞留水貯留設備の増設及び廃止について 

  添付資料－７  浄化ユニット用ジャバラハウスの耐震評価について 

  添付資料－８  浄化ユニット吸着塔，貯留タンク及び中間タンクからの敷地境界線量評価 

添付資料－９  廃棄物発生量に関する評価 

  添付資料－１０ 滞留水移送設備に係る確認事項 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除

及び堰の改造に

伴う基本仕様の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除

及び記載の適正

化（添付資料－５

の削除によるも

の） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－４ 

 

系統概要図及び全体概要図 

 

（中略） 

 

 

 

添付資料－４ 

 

系統概要図及び全体概要図 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う系統概要図

の修正 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う全体概要図
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－５ 

 

滞留水貯留設備の増設について 

 

（中略） 

 

添付資料－６ 

 

タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

（中略） 

 

機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

受入タンク 

（容量：160m3） 
胴板 1.5 4.5 

受入タンク 

（容量：200m3） 
胴板 1.9 6.0 

貯留タンク 

（容量：50m3） 
胴板 0.5 8.0 

貯留タンク 

（容量：90m3） 
胴板 0.9 21.0 

貯留タンク 

（容量：299m3） 
胴板 3.1 9.0 

貯留タンク 

（容量：508m3） 
胴板 4.0 9.0 

貯留タンク 

（容量：1,100m3） 
胴板 9.6 12.0 

表－１ 板厚評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

 

（中略） 

 

添付資料－５ 

 

タンク等の構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

（中略） 

 

機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

貯留タンク 

（容量：1,100m3） 
胴板 9.6 12.0 

表－１ 板厚評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

11



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ章2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系） 

11 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

機器名称   m＊（t）   B（m） 

受入タンク（容量：35m3） 43.3 2.0 

受入タンク（容量：42m3） 51.0 2.3 

受入タンク（容量：110m3） 127.6 4.7 

受入タンク（容量：160m3） 169.7 6.9 

受入タンク（容量：200m3） 211.9 6.9 

貯留タンク（容量：50m3） 93.5 3.1 

貯留タンク（容量：90m3） 133.5 3.1 

貯留タンク（容量：299m3） 329.3 6.9 

貯留タンク（容量：508m3） 553.7 9.0 

貯留タンク（容量：1,100m3） 1,165.0 12.2 

移送ポンプ(横置き型ポンプ) 0.2 0.7 

油分分離装置 108.7 4.4 

浄化装置 17.0 1.3 

淡水化装置（コンテナ） 17.2 12.2 

表－３ 機器質量及び基礎幅一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－４ 評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

受入タンク 

（容量：35m3） 

本体 
転倒 

0.36 

172 428 kN･m 

滑動 153 220 kN 

地盤 支持力 425 3,164 kN 

受入タンク 

（容量：42m3） 

本体 
転倒 

0.36 

203 579 kN･m 

滑動 181 260 kN 

地盤 支持力 501 3,937 kN 

受入タンク 

（容量：110m3） 

本体 
転倒 

0.36 

577 2,940 kN･m 

滑動 451 650 kN 

地盤 支持力 1,252 11,210 kN 

受入タンク 

（容量：160m3） 

本体 
転倒 

0.36 

1,348 5,658 kN･m 

滑動 600 865 kN 

地盤 支持力 1,665 10,048 kN 

受入タンク 

（容量：200m3） 

本体 
転倒 

0.36 

2,058 7,065 kN･m 

滑動 749 1,080 kN 

地盤 支持力 2,079 9,241 kN 

貯留タンク    

（容量：50m3） 

本体 
転倒 

0.36 

718 1,420 kN･m 

滑動 330 476 kN 

地盤 支持力 917 5,693 kN 

貯留タンク    

（容量：90m3） 

本体 
転倒 

0.36 

1,025 2,028 kN･m 

滑動 472 680 kN 

地盤 支持力 1,309 4,960 kN 

貯留タンク    

（容量：299m3） 

本体 
転倒 

0.36 

5,326 10,937 kN･m 

滑動 1,163 1,679 kN 

地盤 支持力 3,230 7,195 kN 

貯留タンク 

（容量：508m3） 

本体 
転倒 

0.36 

9,026 23,989 kN･m 

滑動 1,955 2,823 kN 

地盤 支持力 5,430 14,926 kN 

 

 

 

表－３ 機器質量及び基礎幅一覧 

機器名称   m＊（t）   B（m） 

貯留タンク（容量：1,100m3） 1,165.0 12.2 

移送ポンプ(横置き型ポンプ) 0.2 0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載の削除） 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

＊：タンク及び油分分離装置は水の質量も含む。 

＊：タンクは水の質量も含む。 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

貯留タンク    

（容量：1,100m3） 

本体 
転倒 

0.36 

21,645 68,548 kN･m 

滑動 4,113 4,569 kN 

地盤 支持力 11,425 29,867 kN 

移送ポンプ 

(横置き型ポンプ) 

本体 
転倒 

0.36 

0.14 0.34 kN･m 

滑動 0.71 0.78 kN 

地盤 支持力 1.97 192 kN 

油分分離装置 
本体 

転倒 

0.36 

471 2,337 kN･m 

滑動 384 554 kN 

地盤 支持力 1,066 9,949 kN 

浄化装置 
本体 

転倒 

0.36 

62 110 kN･m 

滑動 60 66 kN 

地盤 支持力 167 188 kN 

淡水化装置 

（コンテナ） 

本体 
転倒 

0.36 

124 201 kN･m 

滑動 61 87 kN 

地盤 支持力 169 3,342 kN 

 

（中略） 

 

添付資料－７ 

 

滞留水貯留設備の増設及び廃止について 

 

（中略） 

 

別添－１０ 

 

貯留タンクエリアの基礎外周堰の堰内容量に関する説明書 

 

貯留タンクエリアは，中間タンク設置後も既設貯留タンクを残置するため，既設分を含めた堰内貯留量及び

堰高を計算する。想定漏えい容量は貯留タンクエリア想定最大量の 3,301m3とする。堰内はタンク以外に浄化

ユニット等も含まれるため，それらの機器占有面積を削除し計算する。  

なお，浄化ユニットの占用面積はジャバラハウスの面積とする。 

貯留タンクエリアの基礎外周堰の高さ，堰内容量を表－１に示す。 

 

表－１ 貯留タンクエリアの基礎外周堰の堰内容量 

想定最大漏えい量 

(m3) 

貯留可能面積 

（m2） 

3,301 6,392 

 

必要最低堰高（ｍ）＝想定最大漏えい量（ｍ３）／貯留可能面積（ｍ２） 

          ＝3,301／6,392 

          ＝0.52 

 

よって，貯留タンクエリアの堰高は 0.52ｍ以上とする。 

なお，貯留タンクエリアの堰高は 0.58ｍ以上で管理されている。 

 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 ① ② 単位 

貯留タンク    

（容量：1,100m3） 

本体 
転倒 

0.36 

21,645 68,548 kN･m 

滑動 4,113 4,569 kN 

地盤 支持力 11,425 29,867 kN 

移送ポンプ 

(横置き型ポンプ) 

本体 
転倒 

0.36 

0.14 0.34 kN･m 

滑動 0.71 0.78 kN 

地盤 支持力 1.97 192 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

添付資料－６ 

 

滞留水貯留設備の増設及び廃止について 

 

（中略） 

 

別添－１０ 

 

貯留タンクエリアの基礎外周堰の堰内容量に関する説明書 

 

貯留タンクエリアは，中間タンク設置後も既設貯留タンクを残置するため，既設分を含めた堰内貯留量及び

堰高を計算する。想定漏えい容量は貯留タンクエリア想定最大量の 1,160m3とする。堰内はタンク以外に浄化

ユニット等も含まれるため，それらの機器占有面積を削除し計算する。  

なお，浄化ユニットの占用面積はジャバラハウスの面積とする。 

貯留タンクエリアの基礎外周堰の高さ，堰内容量を表－１に示す。 

 

表－１ 貯留タンクエリアの基礎外周堰の堰内容量 

想定最大漏えい量 

(m3) 

貯留可能面積 

（m2） 

1,160 2,009 

 

必要最低堰高（ｍ）＝想定最大漏えい量（ｍ３）／貯留可能面積（ｍ２） 

          ＝1,160／2,009 

          ＝0.58 

 

よって，貯留タンクエリアの堰高は 0.58ｍ以上とする。 

なお，貯留タンクエリアの堰高は 0.58ｍ以上で管理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の修正 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ章2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－８ 

 

浄化ユニット用ジャバラハウスの耐震評価について 

 

（中略） 

 

添付資料－９ 

 

浄化ユニット吸着塔，貯留タンク及び中間タンクからの敷地境界線量評価 

 

（中略） 

 

１．１．２ 貯留タンク及び中間タンクの評価条件 

・  貯留タンク（ＨＩＪタンク群）から最寄りの敷地境界評価地点（敷地境界評価地点 No.90，距離約 610m），

貯留タンク（Ｋタンク群）から最寄りの敷地境界評価地点（敷地境界評価地点 No.93，距離約 650m），中間

タンク（Ｎタンク群）から最寄りの敷地境界評価地点（敷地境界評価地点 No.78，距離約 640m）を評価した

（図－１）。 

・ 評価上考慮する貯留タンク及び中間タンクは，ＨＩＪタンク群（小型 3基，大型 18 基），Ｋタンク群（5基），

Ｎタンク群（5基）とした。 

・ 遮へいは，貯留タンク（ＨＩＪタンク群）鉄 9mm，貯留タンク（Ｋタンク群）鉄 12mm，中間タンク（Ｎタン

ク群）鉄 12mm で評価した。 

・ 評価点における直接線・スカイシャイン線の評価値は，同板厚，同高さのタンク群を等価面積の大型円柱と

してモデル化（ＨＩＪタンク群：半径 19.6m，水位 7.7m，Ｋタンク群：半径 13.4m，水位 8.3m，Ｎタンク

群：半径 12.3m，水位 12.2m）して算出した。 

・ 各タンク群保有水の放射能濃度は，貯留タンク（ＨＩＪタンク群）の分析結果（2017/1～2017/2）を基に淡

水化装置による濃縮率を考慮して設定した。 

 

添付資料－７ 

 

浄化ユニット用ジャバラハウスの耐震評価について 

 

（中略） 

 

添付資料－８ 

 

浄化ユニット吸着塔，貯留タンク及び中間タンクからの敷地境界線量評価 

 

（中略） 

 

１．１．２ 貯留タンク及び中間タンクの評価条件 

・  貯留タンク（Ｋタンク群）から最寄りの敷地境界評価地点（敷地境界評価地点 No.93，距離約 650m），中間

タンク（Ｎタンク群）から最寄りの敷地境界評価地点（敷地境界評価地点 No.78，距離約 640m）を評価した

（図－１）。 

・ 評価上考慮する貯留タンク及び中間タンクは，Ｋタンク群（5基），Ｎタンク群（5基）とした。 

・ 遮へいは，貯留タンク（Ｋタンク群）鉄 12mm，中間タンク（Ｎタンク群）鉄 12mm で評価した。 

・ 評価点における直接線・スカイシャイン線の評価値は，同板厚，同高さのタンク群を等価面積の大型円柱と

してモデル化（Ｋタンク群：半径 13.4m，水位 8.3m，Ｎタンク群：半径 12.3m，水位 12.2m）して算出した。 

・ 各タンク群保有水の放射能濃度は，貯留タンクの分析結果（2017/1～2017/2）を基に淡水化装置による濃縮

率を考慮して設定した。 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ章2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 
図－１ 浄化ユニット，貯留タンク及び中間タンクと評価点の位置関係 

 

（中略） 

 

表－４ 貯留タンク及び中間タンクの敷地境界線量評価結果 

貯留タンク 

及び 

中間タンク 

敷地境界評価地点 
貯留タンク及び中間タンク評価値 

（mSv/年） 

ＨＩＪタンク群 No.90 1.0×10-4未満 

Ｋタンク群 No.93 1.0×10-4未満 

Ｎタンク群 No.78 1.0×10-4未満 

 

最寄りの線量評価点（No.78，90，93）における直接線・スカイシャイン線の評価結果は，浄化ユニットが約

5.1×10-4mSv/年，ＨＩＪ・Ｋ・Ｎタンク群が 1.0×10-4mSv/年未満であり，敷地境界線量に及ぼす影響は小さ

い。また，敷地境界線上の最大線量評価点（No.70）(2018 年 4月現在)における直接線・スカイシャイン線の

評価結果は，浄化ユニットが 1.0×10-4mSv/年未満，ＨＩＪタンク群が 1.0×10-4mSv/年未満，Ｋタンク群が 1.0

×10-4mSv/年未満，Ｎタンク群が 1.0×10-4mSv/年未満であり，敷地境界線量に及ぼす影響は小さい。 

 

 

 

図－１ 浄化ユニット，貯留タンク及び中間タンクと評価点の位置関係 

 

（中略） 

 

表－４ 貯留タンク及び中間タンクの敷地境界線量評価結果 

貯留タンク 

及び 

中間タンク 

敷地境界評価地点 
貯留タンク及び中間タンク評価値 

（mSv/年） 

Ｋタンク群 No.93 1.0×10-4未満 

Ｎタンク群 No.78 1.0×10-4未満 

 

 

最寄りの線量評価点（No.78，93）における直接線・スカイシャイン線の評価結果は，浄化ユニットが約5.1

×10-4mSv/年，Ｋ・Ｎタンク群が1.0×10-4mSv/年未満であり，敷地境界線量に及ぼす影響は小さい。また，敷地

境界線上の最大線量評価点（No.70）(2018 年4月現在)における直接線・スカイシャイン線の評価結果は，浄化

ユニットが1.0×10-4mSv/年未満，Ｋタンク群が1.0×10-4mSv/年未満，Ｎタンク群が1.0×10-4mSv/年未満であり，

敷地境界線量に及ぼす影響は小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１０ 

廃棄物発生量に関する評価 

 

５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）の運用に伴い，浄化装置，淡水化装置及び浄化ユニットから，廃棄

物が発生する。５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）を運用した場合の廃棄物発生量について評価を行った。 

 

1.計算条件 

計算条件は以下の通りとする。 

・浄化装置は，定格処理量（26m３/h）とする。 

・淡水化装置は，定格処理量(100m３/日)とする。 

・浄化ユニットは，定格処理量（200m３/日）とする。 

 

2.評価結果 

2.1.浄化装置 

浄化装置のキレート樹脂及びゼオライトは3～4か月を目途に取替を実施する。年間の廃棄物発生量は約

34m３程度となる。 

 

2.2.淡水化装置 

ａ．逆浸透膜 

淡水化装置の逆浸透膜は膜差圧又は装置下流の導電率に応じて取替を実施する。交換頻度は，滞留水の

水質により変動するが，30～40日に1 回程度と想定する。年間の廃棄物発生量は約4ｍ３程度となる。 

ｂ．フィルタ類 

 淡水化装置のフィルタ類はフィルタ容器圧力又はポンプ吐出流量に応じて取替を実施する。交換頻度

は，滞留水の水質により変動するが，2ヶ月に1回程度と想定する。年間の廃棄物発生量は約5ｍ３程度とな

る。 

 

2.3.浄化ユニット 

  浄化ユニットのセシウム／ストロンチウム同時吸着塔は吸着塔差圧又は装置下流サンプリング水の測定

結果に応じて取替を実施する。交換頻度は，滞留水の水質により変動するが，最大１年に４塔程度と想定す

る。年間の廃棄物発生量は約4ｍ３程度となる。 

 

3.貯蔵計画 

５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）で発生する固体廃棄物については，容器に収納し，表面の線量率

を測定した上で，キレート樹脂及びゼオライト並びに逆浸透膜及びフィルタ類は固体廃棄物貯蔵庫，セシウ

ム／ストロンチウム同時吸着塔は使用済セシウム吸着塔一時保管施設に貯蔵する。処理対象の放射性物質濃

度が低く，固体廃棄物への遮へいは不要である。 

 

（中略） 

 

添付資料－１１ 

 

滞留水移送設備に係る確認事項 
 

（以下，省略） 

 

添付資料－９ 

廃棄物発生量に関する評価 

 

５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）の運用に伴い，浄化ユニットから廃棄物が発生する。５・６号機仮

設設備（滞留水貯留設備）を運用した場合の廃棄物発生量について評価を行った。 

 

1.計算条件 

計算条件は以下の通りとする。 

・浄化ユニットは，定格処理量（200m３/日）とする。 

 

 

 

2.評価結果 

2.1.浄化ユニット 

  浄化ユニットのセシウム／ストロンチウム同時吸着塔は吸着塔差圧又は装置下流サンプリング水の測定

結果に応じて取替を実施する。交換頻度は，滞留水の水質により変動するが，最大１年に４塔程度と想定す

る。年間の廃棄物発生量は約4ｍ３程度となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.貯蔵計画 

５・６号機仮設設備（滞留水貯留設備）で発生する固体廃棄物については，容器に収納し，表面の線量率

を測定した上で，セシウム／ストロンチウム同時吸着塔は使用済セシウム吸着塔一時保管施設に貯蔵する。

処理対象の放射性物質濃度が低く，固体廃棄物への遮へいは不要である。 
 

 

（中略） 

 

添付資料－１０ 

 

滞留水移送設備に係る確認事項 
 

（以下，省略） 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

記載の適正化（添

付資料－５の削

除によるもの） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量） 

1 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

 

（中略） 

 

2.2.2.2.17 貯留タンク，中間タンク 

 

（中略） 

 

 ａ．貯留タンク（ＨＩＪタンク群） 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－１３参照 

遮 蔽 ： 鉄 9ｍｍ 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 780ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 27ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

 ｂ．貯留タンク（Ｋタンク群） 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－１３参照 

遮 蔽 ： 鉄 12ｍｍ 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 810ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 27ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

 ｃ．中間タンク（Ｎタンク群） 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－１３参照 

遮 蔽 ： 鉄 12ｍｍ 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 760ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 27ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

（以下，省略） 

 

2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による実効線量 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

 

（中略） 

 

2.2.2.2.17 貯留タンク，中間タンク 

 

（中略） 

 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 ａ．貯留タンク（Ｋタンク群） 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－１３参照 

遮 蔽 ： 鉄 12ｍｍ 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 810ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 27ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

 ｂ．中間タンク（Ｎタンク群） 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－１３参照 

遮 蔽 ： 鉄 12ｍｍ 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 760ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 27ｍ 

評 価 結 果 
： 

約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランジ型タン

クの運用停止に

伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

17



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

1 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価 

2.2.3.1 線量評価の方法 

 (1)評価対象核種  

ALPS処理水については，トリチウム及びトリチウム以外の放射性核種を評価対象とする。なお，トリチウ

ム以外の対象放射性核種の選定の考え方は，「Ⅲ 第 3編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照。 

サブドレン他浄化設備の処理済水は，Cs-134，Cs-137，Sr-90，H-3（以下，「主要核種」 という），及び

その他 37核種（計 41核種※）を評価対象核種とする。 

（※ 41核種は，「Ⅲ 第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照） 

５・６号機滞留水の処理済水について，浄化装置，浄化ユニット及び淡水化装置にて浄化処理した水は，

41 核種のうち線量評価上有意な主要核種とし，浄化ユニットにて浄化処理した水は，41 核種のうち線量評

価上有意な主要核種及び Co-60とする。 

その他の放射性液体廃棄物等の評価対象核種は，41核種のうち線量評価上有意な主要核種とする。 

 

（中略） 

 

添付資料－２ 

 

５・６号機滞留水処理済水の構内散水における被ばく評価 

 

 ５・６号機滞留水を浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水，並びに浄

化ユニットにて処理した水を構内に散水した場合の被ばく評価を行った。 

 

１．実際の処理水（浄化試験結果）を散水した場合の評価 

１．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

（１）処理水の水質について 

５・６号機滞留水を浄化装置及び淡水化装置にて浄化処理した水の分析結果と告示濃度限度に対する割合

の和を以下に示す。 

 

 告示濃度（Bq/L） 処理水（Bq/L） 

Cs-134 60 0.6 

Cs-137 90 1.8 

Sr-90 30 0.8 

H-3 60000 2500 

告示濃度限度に対する割合の和※ 0.10 

※ 
𝐶𝑠−134 濃度[𝐵𝑞/𝐿]

60[𝐵𝑞/𝐿]
+

𝐶𝑠−137 濃度[𝐵𝑞/𝐿]

90[Bq/L］
+

𝑆𝑟−90 濃度[𝐵𝑞/𝐿]

30[Bq/L]
+

𝐻−3 濃度[𝐵𝑞/𝐿]

60000[Bq/L]
 

注）Sr-90の分析・評価方法の詳細は「Ⅲ 第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」 

を参照 

 

（２）被ばく評価について 

＜計算条件＞ 

 ・散 水 量：１年間継続して 80,000kg／日を散水したと仮定 

 ・散 水 面 積：1,000m2（最も面積が小さい箇所に散水したと仮定） 

 ・放射能濃度：Cs-134･･･0.6Bq/L，Cs-137･･･1.8Bq/L，H-3･･･2500Bq/L， 

Sr-90･･･0.8Bq/L 

・放射性物質は地表 5cmに留まると仮定（ただし，H-3は，地表に留まることは無いと考えられるため，１

日の散水量等より実効線量を算出する） 

・作業員の滞在時間は，年間 2000時間と仮定 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことから，Cs

のみに着目して評価を実施する。 

2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価 

2.2.3.1 線量評価の方法 

 (1)評価対象核種  

ALPS 処理水については，トリチウム及びトリチウム以外の放射性核種を評価対象とする。なお，トリチ

ウム以外の対象放射性核種の選定の考え方は，「Ⅲ 第 3編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照。 

サブドレン他浄化設備の処理済水は，Cs-134，Cs-137，Sr-90，H-3（以下，「主要核種」 という），及び

その他 37核種（計 41核種※）を評価対象核種とする。 

（※ 41核種は，「Ⅲ 第３編 2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照） 

５・６号機滞留水の処理済水について，浄化ユニットにて浄化処理した水は，41 核種のうち線量評価上

有意な主要核種及び Co-60とする。 

その他の放射性液体廃棄物等の評価対象核種は，41核種のうち線量評価上有意な主要核種とする。 

 

 

（中略） 

 

添付資料－２ 

 

５・６号機滞留水処理済水の構内散水における被ばく評価 

 

 ５・６号機滞留水を浄化ユニットにて処理した水を構内に散水した場合の被ばく評価を行った。 

 

 

１．実際の処理水（浄化試験結果）を散水した場合の評価 

（記載の削除） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

2 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

𝐸𝑔𝑤 = ∑ 𝐴𝑖･𝐵𝑖

 

𝑖

･𝑇 

 

  Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数(
𝑚𝑆𝑣/ℎ

𝑘𝑀𝑞/𝑚2)注１ 

    Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 
Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

   上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年間約 1.1×10－３

mSvである。 

  ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

𝐸𝑏𝑤 = Ｃ・𝑀𝑎･ 𝐾･ 𝑇 
  Ebw：H-3を吸入摂取した場合の実効線量（mSv/年） 

     Ｃ：水蒸気中の H-3濃度（Bq/L） 

      Ｃ＝H-3の放射能濃度（Bq/L）×飽和水蒸気量(g/ｍ3) 

        飽和水蒸気量：17.2（20℃の場合） 

     Ma：呼吸率（L/年）注 2  成人で 8.1×106 

     Ｋ：吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq) 注３ 1.8×10－８ 

     Ｔ：１年間における作業時間（h/y）2000 

上記による計算の結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 1.4×10－３mSvである。 

 なお，H-3は生体組織中での平均飛程が約 0.65μｍであるため，H-3による被ばくに関しては内部被ばく

のみ考慮する。 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

散水場所が敷地境界付近である場合も想定し，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

   Srは，Csに比べ土壌分配係数が約 1/10小さく，線質についても透過係数が十分に小さいことから，Cs

のみに着目して評価を実施する。    

𝐸𝑔𝑤 = ∑ 𝐴𝑖･𝐵𝑖

 

𝑖

 

     Egw：地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量（mSv/年） 

Ａi：土壌汚染からの被ばくに対する換算係数(
𝑚𝑆𝑣/ℎ

𝑘𝑀𝑞/𝑚2)注１ 

    Cs-134･･･5.4E-6，Cs-137･･･2.1E-6 

Ｂi：1 m2当たりの放射能量（Bq/m2） 

  Ｂi＝散水する放射能濃度（Bq/L）×散水量（kg）÷散水面積（m2） 

   上記による計算の結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年間約 4.9×10－３

mSvである。 

なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距

離に応じて，実効線量は減少する。 

 

  ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

𝐸𝑏𝑤 = Ｃ・𝑀𝑎･ 𝐾 
  Ebw：H-3を吸入摂取した場合の実効線量（mSv/年） 

     Ｃ：水蒸気中の H-3濃度（Bq/L） 

      Ｃ＝H-3の放射能濃度（Bq/L）×飽和水蒸気量(g/ｍ3) 

        飽和水蒸気量：17.2（20℃の場合） 

     Ma：呼吸率（L/年）注 2  成人で 8.1×106 

     Ｋ：吸入摂取した場合の実効線量係数(mSv/Bq) 注３ 1.8×10－８ 

上記による計算の結果，H-3 を吸入した場合の実効線量は，年間約 6.3×10－３mSv である。H-3 は生体組

織中での平均飛程が約 0.65μｍであるため，H-3による被ばくに関しては内部被ばくのみ考慮する。 

（記載の削除） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

3 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距離に応

じて，実効線量は減少する。 

 

  また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである程度の距離

があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

 

１．２ 浄化ユニットにて処理した水 

 

（中略） 

 

２．運用範囲において理論上とりうる放射能濃度を仮定した場合の被ばく評価 

２．１ 浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水 

 

放射能濃度以外の計算条件及び評価に関わる数式等は，１．と同様である。 

＜計算条件＞ 

・放射能濃度：浄化試験データから想定しがたいものの，各評価について，運用範囲（詳細は「Ⅲ 第３編 

2.1.2放射性液体廃棄物等の管理」を参照）内において，理論上，評価結果の最も厳しくな

る放射能濃度を仮定する。 

① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

Cs-134･･･8Bq/L，Cs-137･･･8Bq/L，H-3･･･0Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 

② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

Cs-134･･･0Bq/L，Cs-137･･･0Bq/L，H-3･･･13200Bq/L，Sr-90･･･0Bq/L 
    

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

１.１．（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年間

約 9.6×10－３mSvである。 

 

 ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

１．１．（２）と同様に計算した結果，H-3 を吸入した場合の実効線量は，年間約 7.6×10－３mSv であ

る。 

 

作業員への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質からのγ線に起因する

実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，γ線に起因する実効

線量評価の方が H-3を吸入摂取した場合の実効線量評価よりも評価結果に与える影響が大きい。したがって，

運用範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件となる。以上より，作業員への実

効線量は年間約 9.6×10－３mSvである。 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

  ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

１．１．（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年

間約 4.2×10－２mSvである。 

なお，本評価結果は，距離による減衰を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距

離に応じて，実効線量は減少する。 

 

  ② H-3を吸入摂取した場合の実効線量 

１．１．（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 3.3×10－２mSvである。 

なお，本評価結果は，H-3の拡散を考慮しない保守的なものであり，散水場所の敷地境界からの距離に応

じて，実効線量は減少する。 

 

  また，散水時における一般公衆への直接飛沫による被ばくは，散水場所から敷地境界まである程度の距離

があり，影響が小さいと考えられるため考慮しない。 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

１．１ 浄化ユニットにて処理した水 

 

（中略） 

 

２．運用範囲において理論上とりうる放射能濃度を仮定した場合の被ばく評価 

（記載の削除） 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第３編 2.2.3 放射性液体廃棄物等による線量評価） 

4 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

敷地境界における一般公衆への実効線量は，放射能濃度に応じて求められる地表に沈着した放射性物質か

らのγ線に起因する実効線量と H-3を吸入摂取した場合の実効線量の和となる。この和の評価については，

γ線に起因する実効線量評価の方が H-3を吸入 摂取した場合の実効線量評価の方よりも評価結果に与える

影響が大きい。したがって，運用範囲内において評価結果が理論上最大となる放射能濃度は，①の条件とな 

る。以上より，敷地境界における一般公衆への実効線量は年間約 4.2×10－２mSvである。 

 

２．２ 浄化ユニットにて処理した水 

 

（中略） 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

   ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.２.（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年

間約 1.0×10－２mSvである。 

 

   ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    １.２.（２）と同様に計算した結果，H-3 を吸入した場合の実効線量は，年間約 8.5×10－３mSv であ

る。 

 

（中略） 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

   散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

   ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.２.（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年

間約 4.6×10－２mSvである。 

 

（中略） 

 

   ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    １.２.（２）と同様に計算した結果，H-3 の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60 からのγ線に起因す

る実効線量は，年間約 3.7×10－２mSvである。 

 

（中略） 

 

２．３ ５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量 

  前記のとおり，浄化ユニット及び淡水化装置または浄化装置及び淡水化装置にて処理した水の散水による

敷地境界の実効線量は年間約 4.2×10－２mSv，浄化ユニットにて処理した水の散水による敷地境界の実効線

量は年間約 4.6×10－２mSvと評価した。 

これらの評価は，１日当たりの散水量（80,000 kg/日）に対して，どちらか一方の処理設備で全ての処理

を行った場合を想定している。また，年間を通して双方の処理設備による処理済水を同時に散水することは

ない。したがって，５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量は保守的に全て浄化

ユニットにて処理を行った場合の評価とし，年間 4.6×10－２mSvとする。 

 

 （以下，省略） 

（記載の削除） 

 

 

 

 

 

２．１ 浄化ユニットにて処理した水 

 

（中略） 

 

＜評価結果＞ 

ａ．作業員への実効線量 

   ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.１.（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年

間約 1.0×10－２mSvである。 

 

   ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    １.１.（２）と同様に計算した結果，H-3を吸入した場合の実効線量は，年間約 8.5×10－３mSvであ

る。 

 

（中略） 

 

ｂ．敷地境界における一般公衆への実効線量 

   散水場所が敷地境界付近であるため，距離による減衰は考慮せずに評価を実施した。 

   ① 地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量 

    １.１.（２）と同様に計算した結果，地面に沈着した放射性物質からのγ線に起因する実効線量は年

間約 4.6×10－２mSvである。 

 

（中略） 

 

   ② H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因する実効線量 

    １.１.（２）と同様に計算した結果，H-3の吸入摂取及び地面に沈着した Co-60からのγ線に起因す

る実効線量は，年間約 3.7×10－２mSvである。 

 

（中略） 

 

２．２ ５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量 

前記のとおり，５・６号機滞留水処理済水の構内散水における敷地境界の実効線量は年間約 4.6×10－

２mSvと評価した。 

 

 

 

 

 

 

 （以下，省略） 
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記載の適正化 
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